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株 主 各 位
和歌山県海南市阪井489番地

　

株式会社タカショー
　

代表取締役社長 高 岡 伸 夫

第41期定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第41期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ
げます。
　本年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主総会当日のご来場をお控
えいただき、書面による事前の議決権行使にご協力くださいますようお願い申しあげ
ます。お手数ですが後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年４月13日(火曜日)午後５時
までにご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 2021年４月14日（水曜日）午前11時00分
（受付開始予定時刻：午前10時30分）

2. 場 所 和歌山県海南市南赤坂20-1
当社本社 ３階大ホール
（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。）

3. 目的事項
報告事項 1. 第41期（2020年１月21日から2021年１月20日まで）

事業報告および連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第41期（2020年１月21日から2021年１月20日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役５名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ご来場株主様へのお土産、「JR海南駅～株主総会会場」間の送迎バスの運行は取り
やめさせていただきます。
また、座席数を30席程度まで減らしております。お越しいただいてもご入場いた
だけない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願
い申しあげます。
◎資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。
◎本総会招集ご通知に記載しております事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に
修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.takasho.co.jp)に
おいて周知させていただきます。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応について

本株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主の皆様におか
れましては、書面による事前の議決権行使をいただき、当日の健康状態にかかわらず、
株主総会へのご来場をお控えいただきますよう強くお願い申し上げます。
なお、本株主総会当日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の対応

を取らせていただきますので、株主の皆様におかれましてはご理解とご協力をお願い
申し上げます。

・本株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、マスク着用など
のご自身及び周囲への感染予防にご配慮いただきご来場下さいますようお願い申し上
げます。マスクをご着用いただけない場合には、ご入場をお断りする場合がございま
す。なお、当社関係者もマスク着用で対応させていただきます。

・ご来場の株主様の体温を測定させていただき、体温の高い方や体調が悪いように見
受けられる方につきましては、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。ま
た、座席間隔を広く保つため座席を30席程度まで減らしております。お越しいただい
ても入場いただけない可能性がございます。

・本株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、例年よりも時間を短縮し
て進行させていただきます。

・ご来場の株主様へのお土産は取りやめさせていただきます。また、「JR海南駅～株主
総会会場」間の送迎バスの運行は取りやめさせていただきます。

なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、インターネ
ット上の当社ウェブサイト（アドレス https://takasho.co.jp）にてお知らせいたし
ます。

＜本株主総会の事後動画配信について＞
本株主総会は、事後の動画配信を行います。
2021年４月16日（金）15時より下記ＵＲＬより視聴可能となります。
※視聴可能期限：2021年５月14日（金）15時

Ｕ Ｒ Ｌ
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（添付書類）
事 業 報 告

　

（2020年１月21日から
2021年１月20日まで）

　

1. 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に
伴い、社会経済活動が大きく制限された影響により、極めて厳しい状況で推移
しました。また、2021年１月には２度目の緊急事態宣言が発出されるなど、経
済の見通しは依然として、予断を許さない状況にあります。
当社グループを取り巻くガーデン・エクステリア業界におきましても新型コ

ロナウイルス感染症の拡大の影響を受け新設住宅着工戸数は2020年12月まで
18カ月連続で前年より減少し、一部住宅設備機器の供給遅れから建物本体工事
の遅延や例年開催される展示会やイベント等の中止を余儀なくされました。
このような環境下において、国内では、各工場の生産体制の最適化や安定供

給、生産性向上と工場の増床や設備増強による生産体制強化を図りました。海
外では中国の工場が新型コロナウイルス感染症拡大により一時操業停止となっ
たものの感染拡大防止対策の徹底により早々に操業を再開し、通常の生産体制
に戻りました。
国内の売上高につきまして、プロユース部門では家と庭をつなぐ中間領域で

ある「５th Room」（五番目の部屋）のコンセプトに基づく基軸商品の「オー
ルグラスポーチ」とその周辺アイテムの売上拡大と新築外構工事におけるファ
サードエクステリアのデザイン性向上のための様々な顧客サポートを行ったこ
とで、施工現場の停滞などの影響がありましたが、売上高は前連結会計年度と
比べ1.2％の減少で抑えることができました。
ホームユース部門においては、新型コロナウイルス感染症の影響による外出

自粛に伴い、ガーデニングの需要が高まったことから、販売先である量販店で
の売上拡大やe-コマースにおけるガーデニング用品の売上拡大により前連結会
計年度と比べ18.2％増加しました。
海外の売上高につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響によりガー

デニングの需要が高まり、特にe-コマースにおけるガーデニング用品の売上高
が前連結会計年度と比べ28.2％増加と大幅に伸長しました。さらに、当社子会
社が運営するガーデン・エクステリア業界の情報に特化したWebプラットフォ
ーム『GARDEN STORY（ガーデンストーリー）』は、ガーデンニングシーズ
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ンの最盛期とコロナ禍の「STAY HOME」による影響が重なった2020年５月
に過去最高PV（ページビュー）数・UU（ユニークユーザー）数の達成以降
も、家庭菜園や季節の植物に関わる記事へのアクセスが勢いを持ったまま推移
しました。特に検索流入においては対前年比平均900％以上を持続し、多くの
方が植物に興味を持ち、“ガーデニングや家庭菜園とともにある暮らし” の定着
が表れる結果となりました。
このような状況を好機と捉え、当社グループにおきましては、DX（デジタル

トランスフォーメーション）への取り組みを一気に加速させ、６月15日より
Webショールームを開設し、さらに、10月22日・23日に自社展示会「タカシ
ョーガーデン＆エクステリアフェア2020」をリアルとオンラインを融合したハ
イブリッド型で開催し、今後の新しい生活様式における提案やVR・ARなどを
使用した動画ソフトパッケージの提案を行い、営業活動の強化に努めておりま
す。
商品分類別に見ますと、ガーデニングフェンスの売上高につきましては、人

工竹木フェンス関連商品において当社の主力商品である木や石など天然素材の
表情を再現したアルミ材「エバーアートウッド」やアルミ複合板「エバーアー
トボード」等、アートエクステリアシリーズが新型コロナウイルス感染症拡大
の影響を受け、一部の建物本体工事の遅延による施工現場の停滞により売上が
鈍化したことから前連結会計年度に比べ減少いたしました。
庭園資材の売上高につきましては、国内市場ならびに海外市場において新型

コロナウイルス感染症拡大による外出自粛を余儀なくされたことから、ガーデ
ニング需要が高まったことにより前連結会計年度に比べ増加いたしました。
照明機器の売上高につきましては、市場においてローボルトライトシリーズ

の販売促進活動の強化により順調に売上を伸ばしているものの、ローボルトラ
イトシリーズ以外の一部商品において入れ替えの遅れ等により前連結会計年度
に比べ減少いたしました。
池・滝・噴水の売上高につきましては、水の動きを活かしたガーデンスタイ

ルが少しずつ浸透していることから、前連結会計年度に比べ増加いたしました。
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各商品分類別売上構成は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

　

期 別

商品分類

第 40 期

（2019年１月21日から
2020年１月20日まで）

第 41 期

（2020年１月21日から
2021年１月20日まで） 前期比

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比
ガーデニングフェンス 8,018 46.2 ％ 7,747 41.9 ％ 96.6 ％

庭 園 資 材 5,144 29.6 6,737 36.4 131.0
照 明 機 器 3,242 18.7 3,044 16.5 93.9
池 ・ 滝 ・ 噴 水 113 0.7 161 0.9 143.2
そ の 他 840 4.8 795 4.3 94.6
合 計 17,357 100.0 18,486 100.0 106.5

　
以上の結果、当連結会計年度の売上高18,486百万円（前期比6.5％増）、営業

利益1,156百万円（前期比117.7％増）、経常利益1,152百万円（前期比145.7％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益952百万円（前期比369.2％増）となり
ました。

（2）設備投資等の状況
当期中に実施いたしました設備投資の総額は966百万円であり、その主な内

容は、海外連結子会社の工場建屋増築にかかる費用です。

（3）資金調達の状況
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と

総額8,330百万円の当座貸越契約および貸出コミットメントライン契約を締結
しております。
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（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

（5）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状
況
該当事項はありません。

（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

（8）財産および損益の状況の推移
（単位：百万円）

　

期 別

区 分

第 38 期
（2017年１月21日から
2018年１月20日まで）

第 39 期
（2018年１月21日から
2019年１月20日まで）

第 40 期
（2019年１月21日から
2020年１月20日まで）

第41期(当連結会計年度)
（2020年１月21日から
2021年１月20日まで）

売 上 高 17,489 17,759 17,357 18,486
経 常 利 益 571 333 469 1,152
親会社株主に帰属する当期純利益 228 338 203 952
１株当たり当期純利益 18.59円 25.04円 13.93円 65.36円
総 資 産 17,835 18,859 18,634 19,691
純 資 産 7,575 8,581 8,693 9,516

１株当たり純資産 609.81円 582.84円 590.37円 646.41円
（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を

第40期の期首から適用しており、第39期における総資産の金額については、当該会計基準等を
遡って適用した後の金額となっております。
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（9）対処すべき課題
今後とも当社グループを取り巻く経営環境はさらに厳しく変化することが予

想されますが、さらなる成長性と収益性の向上を図るため当社グループが対処
すべき課題は次のとおりであります。
　
①環境を考える時代を見据えた市場創造型商品の開発
金属エクステリア商品が６割を占める日本のガーデニング市場において、Ｅ

Ｕ諸国に見られるような地球環境に優しく暮らす庭「スマートリビングガーデ
ン」をテーマとした商品開発ならびにデザイン開発を推進してまいります。ま
た、日本市場では環境を考えた街づくりの意識が乏しく、これからの市場を新
たな方向に向け、啓発する必要があります。当社は業態にとらわれず、お客様
の本質的な満足を満たす庭空間づくりとガーデンを通じて、家族が笑顔で健康
になる庭づくりをテーマにした「ガーデンセラピー」や庭空間をリメイクする
「リフォームガーデン」の考え方を基軸とし、新たな事業展開を図ってまいりま
す。
　
②経営の効率化、サービスの付加価値の向上
業務の効率化と生産性の向上を推進し、情報を迅速且つ戦略的に用いること

でさらなる経営効率の向上ならびにサービスの付加価値の向上を図ってまいり
ます。
　
③物流体制の強化
全国のお客様にジャストインタイムで商品を供給できる体制(サプライチェー

ンマネジメント)の強化と物流コストの抑制を図ってまいります。
　
④優秀な人材の確保
当社グループでは、個々の従業員の技術力ならびに営業力が直接的に会社業

績に影響するケースが少なくありません。優秀な人材を確保するために成功報
酬型の給与体制の導入、積極的なジョブ・ローテーション(組織再配置)の取組
み等、積極的に進めてまいります。また、新規採用に関しましては、インター
ネット等での広報活動により各地域での採用活動を強化し、優秀な人材を広く
求めてまいります。

　
株主の皆様には、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますよう心よりお願

い申しあげます。
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（10）重要な子会社の状況
① 重要な子会社の状況

　

会 社 名 資 本 金 出資比率(%) 主要な事業内容

ガーデンクリエイト株式会社 10,000千円 100 造園・エクステリア資材
の製造・加工

株式会社青山ガーデン 100,000千円 100
（100）

庭園の設計・施工
および通信販売

株式会社タカショーデジテック 20,000千円 100 照明機器の製造・販売

トーコー資材株式会社 20,000千円 100 造園・エクステリア資材
の販売および工事等

株式会社3and garden 3,000千円 70 ウェブサイトの企画、制
作、運営

佛山市南方高秀花園製品有限公司 2,294千米ドル 100 木製品およびLED製品
の製造

江西高秀進出口貿易有限公司 78,289千元 100 庭園製品の仕入・販売

九江高秀園芸製品有限公司 7,200千元 100
（100） 庭園資材の製造・販売

香港高秀集団有限公司 1,000千香港ドル 100
（100） 庭園資材の仕入・販売

Takasho Australasia Pty. Ltd. 255千豪ドル 100 庭園資材の販売

VegTrug Limited 1,700千英ポンド
500千米ドル 100 庭園製品の企画・販売

VegTrug USA Inc. 500千米ドル 100
（100） 庭園製品の企画・販売

VegTrug Europe GmbH 787千ユーロ 100
（100） 庭園磁材の販売

Takasho Garden Living India Private Limited 30,000千インド
ルピー 100 庭園資材の販売

浙江正特高秀園芸建材有限公司 7,520千元 65 庭園資材の製造・販売
（注）１．出資比率覧の（ ）内は、間接出資比率を内数として表示しております。

２．天津高秀国際工貿有限公司、Takasho Europe GmbH i.L.は、当連結会計年度において清
算が結了したため、連結の範囲から除外しております。

当期の連結売上高は18,486百万円（前期比6.5％増）、親会社株主に帰属する
当期純利益952百万円（前期比369.2％増）となりました。

② 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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（11）主要な事業内容
当社グループは、「風」「光」「水」「緑」をテーマにガーデンライフスタイルに関
連する商品を企画・開発・販売しております。自社開発商品の調達は、主に製造
子会社への委託生産により行っております。また、欧米諸国の有力メーカーとの
製品開発ならびに（日本における）専有販売権に関する業務提携により商品力の
強化を図っております。
当社グループが販売しております主力商品は次のとおりであります。
① ガーデニングフェンス (人工竹木フェンス関連商品・天然竹木フェンス関連商品)
② 庭 園 資 材 (緑化資材・ガーデン用品・人 工 植 物 関 連 商 品)
③ 照 明 機 器（ガ ー デ ン ラ イ ト 商 品）
④ 池 ・ 滝 ・ 噴 水
⑤ そ の 他（坪庭・プライベートブランド商品等）

　
（12）主要な事業所

本 社 和歌山県海南市 新潟三条営業所 新潟県三条市
東 北 支 店 宮城県仙台市 新潟営業所 新潟県新潟市
東 京 支 店 東京都千代田区 北陸営業所 石川県金沢市
名古屋支店 愛知県東海市 テクニカルサービス事業部 滋賀県草津市
大 阪 支 店 大阪府箕面市 関西営業所 和歌山県海南市
広 島 支 店 広島県東広島市 四国営業所 徳島県吉野川市
九 州 支 店 福岡県筑後市 広州事務所 中 国 広 州 市
札幌営業所 北海道札幌市 コリア支店 韓 国 平 沢 市
北関東営業所 群馬県前橋市 ベトナム事務所 ベトナムホーチミン
埼玉営業所 埼玉県坂戸市 オーストラリア事務所 オーストラリアシドニー
首都圏営業所 埼玉県戸田市 ドイツ支店 ドイツガイルドルフ
横浜営業所 神奈川県横浜市
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（13）使用人の状況
　

使 用 人 数 前期末比増減 平 均 年 令 平均勤続年数
337名 15名増 40.05才 12.04年

（注）使用人数には、嘱託およびパートタイマー（113名）は含んでおりません。

（14）主要な借入先
　

借 入 先 借 入 額
株式会社三井住友銀行 1,148 百万円

株式会社三菱UFJ銀行 1,017
株式会社紀陽銀行 965
株式会社京都銀行 432
株式会社りそな銀行 323
三井住友信託銀行株式会社 319

　
2. 会社の株式に関する事項
（1）発行済株式の総数 14,578,329株（自己株式101,485株を除く。）
（2）当期末株主数 11,077名
（3）大株主（上位10名）
　

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
高岡伸夫 2,077 千株 14.25 ％

株式会社タカオカ興産 850 5.83
タカショー社員持株会 504 3.46
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 404 2.77

株式会社紀陽銀行 242 1.66
株式会社三菱UFJ銀行 194 1.33
株式会社日本カストディ銀行（信託口
６） 183 1.26

橋本総業ホールディングス株式会社 169 1.16
高岡友貴 150 1.03
株式会社日本カストディ銀行（信託口
５） 148 1.01
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（注）上記の持株比率は自己株式101,485株を控除して算出しております。

（4）その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した

新株予約権等の状況
名称 2018年新株予約権
発行決議の日 2018年10月22日
役員の区分 取締役（注）
新株予約権の数 50個
保有人数 １名
新株予約権の目的
となる株式の種類
及び数

当社普通株式5,000株

新株予約権の発行
価額 無償
新株予約権の行使
時の払込金額 １株当たり500円
新株予約権の行使
期間 2021年12月１日から2023年11月30日

新株予約権の主な
行使条件

新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の関
係会社の取締役、監査役、執行役員もしくは従業員の地位に
あることを要す。

（注）社外取締役および監査役には新株予約権を付与しておりません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の
状況

　 該当事項はありません。

― 12 ―

　



4. 会社役員に関する事項
（1）取締役および監査役の氏名等
　

当社における地位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 高 岡 伸 夫
代表執行役員
株式会社青山ガーデン代表取締役社長
株式会社タカショーデジテック代表取締役会長

取 締 役 高 岡 淳 子 内部監査室長
取 締 役 寒 川 浩 専務執行役員経営管理本部長兼総務部長

取 締 役 山 田 拓 幸
山田公認会計士事務所代表
株式会社イムラ封筒監査役
船井電機株式会社取締役（監査等委員）

取 締 役 百 瀬 伸 夫 テンポロジー未来コンソーシアム株式会社代表
取締役

監 査 役（常 勤) 平 松 昇
監 査 役 嶋 津 裕 介 弁護士法人栄光代表社員

監 査 役 水 城 実
水城会計事務所代表
株式会社サイバーリンクス監査役
株式会社真善美経営コンサルティング代表取締
役

　

（注）１．2020年10月20日をもって、取締役（常務執行役員プロユース営業本部長）宮本和紀氏は、
辞任により退任いたしました。

２．山田拓幸および百瀬伸夫の両氏はそれぞれ社外取締役、嶋津裕介および水城実の両氏はそ
れぞれ社外監査役であります。

３．山田拓幸氏は公認会計士としての経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を
有するものであります。嶋津裕介氏は弁護士としての経験があり、司法に関する相当程度
の知見を有するものであります。水城実氏は税理士として経験があり、財務および会計に
関する相当程度の知見を有するものであります。

４．当社は、山田拓幸、百瀬伸夫、嶋津裕介および水城実の各氏を東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項に基づき、業務執行取締役等でない取締役お

よび監査役との間において、会社法第423条第１項に規定する損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨を定めており、業務執行取締役等でな
い取締役および監査役全員と当該契約を締結しております。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

（3）取締役および監査役の報酬等の額
区分 支給人員 報酬等の総額

取締役
（うち社外取締役）

６名
（２名）

104,568千円
（9,000千円）

監査役
（うち社外監査役）

３名
（２名）

11,040千円
（3,840千円）

合計 ９名 115,608千円
（注） １．上記の取締役の支給人員には、2020年10月20日をもって退任した

取締役1名を含んでおります。
２．取締役の報酬等の額には、ストックオプションとして付与した新株
予約権に係る当事業年度中の費用計上額、68千円が含まれておりま
す。

（4）取締役および監査役の報酬等の額またはその算定方法に係る決定に関する方針
の概要
取締役の報酬は、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内で、

個人別報酬額を役位に対応して取締役会で決定しております。監査役の報酬は、
株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査
役の協議で決定しております。
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（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
取締役山田拓幸氏の重要な兼職先である山田公認会計士事務所、株式会社イ

ムラ封筒および船井電機株式会社と、当社との取引はございません。
　取締役百瀬伸夫氏の重要な兼職先であるテンポロジー未来コンソーシアム株
式会社と、当社との取引はございません。
監査役嶋津裕介氏の重要な兼職先である弁護士法人栄光は、当社と顧問弁護

士の契約関係にあります。
　監査役水城実氏の重要な兼職先である水城会計事務所、株式会社サイバーリ
ンクスおよび株式会社真善美経営コンサルティングと、当社との取引はござい
ません。

　
② 主な活動状況

　

地位 氏名 主な活動状況
社外取締役 山田 拓幸 公認会計士として豊富な経験と高い見識

に基づき、客観的かつ広範な視野から適
宜必要な発言を行い、経営の意思決定の
妥当性、適正性を確保するための助言・
提言を行っております。なお、当期開催
の取締役会22回のうち22回出席しており
ます。

社外取締役 百瀬 伸夫 経歴に裏付けされた豊富な経験と高い見
識に基づき、客観的かつ広範な視野から
適宜必要な発言を行い、経営の意思決定
の妥当性、適正性を確保するための助
言・提言を行っております。なお、当期
開催の取締役会22回のうち22回出席して
おります。
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地位 氏名 主な活動状況
社外監査役 嶋津 裕介 弁護士としての豊富な経験と高い見識に

基づき、客観的かつ広範な視野から適宜
必要な発言を行い、経営の意思決定の妥
当性、適正性を確保するための助言・提
言を行っております。なお当期開催の取
締役会22回のうち22回、監査役会14回の
うち14回出席しております。

社外監査役 水城 実 税理士として豊富な経験と高い見識に基
づき、客観的かつ広範な視野から適宜必
要な発言を行い、経営の意思決定の妥当
性、適正性を確保するための助言・提言
を行っております。なお当期開催の取締
役会22回のうち22回、監査役会14回のう
ち14回出席しております。

　
5. 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

仰星監査法人
　
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 24百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額 24百万円

　

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．当社の子会社である江西高秀進出口貿易有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士
の監査を受けています。
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（3）会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の
入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度にお
ける職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等
につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

　
（4）非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外
の業務を委託しておりません。

　
（5）会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関す
る議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当
すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解
任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

6. 業務の適正を確保するための体制
当社は、企業の健全で持続的な発展のために内部統制システムを整備し、運用
することが経営上の重要課題であると考え、内部統制システム構築の基本方針に
ついて、下記のとおり決議いたしております。その内容の概略は以下のとおりで
あります。

　
①取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制
企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を取締役・

従業員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とす
る。また、その徹底を図るため、管理部においてコンプライアンスの取り組み
を横断的に統括する。内部監査室は、管理部と連携のうえ、コンプライアンス
の状況を監査する。これらの活動は定期的に取締役会および監査役に報告され
るものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う
手段としてホットラインを設置・運営する。
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②取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る決裁結果を稟議書等の文書ま

たは、電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、保存する。取締役および
監査役は、文書管理規程により、常時閲覧できるものとする。

③損失の危機の管理に関する規程およびその他体制
取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク

管理に係るリスク管理規程を制定・施行する。また、リスク管理を統括する部
門を設置し、組織横断的にリスク管理体制の構築および運用を行う。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役は自らが取締役の職務の効率性に関しての総括責任者となり、中

期経営計画および年次経営計画に基づいた各部門の目標に対して職務執行が効
率的に行われるよう監督する。各部門担当責任者は「組織規程」、「業務分掌規
程」、「職務権限規程」に準拠し、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体
的な施策および効率的な職務執行体制を決定する。総括責任者である代表取締
役は月に１回開催される定例取締役会および適宜開催される臨時取締役会にお
いて、各部門責任者に対して定期的に報告させるとともに、効率的に職務執行
を行うために問題の把握と改善に努める。

　
⑤当社およびその子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）に
おける業務の適正を確保するための体制
当社グループの業務の適正性を確保し、グループの戦略的経営を推進するた

め、当社取締役および執行役員ならびに子会社の役員を構成員とする会議を行
う。
　リスク管理統括部門は、当社グループのリスクを適時適切に把握するため、
リスク管理規程に基づき、グループ全体のリスク評価および管理の体制を適切
に構築し、これを運営する。
　当社グループは、取締役等が社内での法令違反行為等について、当社への相
談または通報を行いやすい体制を構築する。
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⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項
当社の規模から当面は監査役の職務を補助すべき使用人を置かない。但し、

内部監査室は監査役からの調査の委嘱を受けた場合、監査役の職務を補助する
ものとする。

⑦取締役および使用人ならびに子会社の取締役・監査役等および使用人またはこ
れらの者から報告を受けたものが監査役に報告するための体制その他の監査役
への報告に関する体制
当社グループの役員および従業員は、当社グループの経営・業績に影響を与

える重要な事項や重大な法令・定款違反行為その他会社に著しい損害を与える
事項について、発生次第速やかに当社の監査役に報告する。
　また、当社グループの役員および従業員は、監査役から報告を求められた場
合には、速やかに必要な報告および情報提供を行う。

　
⑧監査役へ報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受け
ないことを確保するための体制
当社の定める内部通報制度（ホットライン制度）において、監査役への内部

通報について不利な扱いを受けない旨を規定・施行する。

⑨監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の
該当職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際

には、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監
査役の職務遂行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用ま
たは債務を処理する。

⑩その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、取締役会はもとより経営会議、営業会議等の主要会議へ出席する。
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7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下
のとおりであります。

①当社グループのコンプライアンス体制について
当社グループの取締役および従業員から、法令順守、公正な取引の順守、違

法または反倫理的な行為の報告を義務付けた「企業倫理規程」の宣誓書を提出
させております。

②当社グループにおける業務の適正性について
当社の取締役および執行役員がグループ各社の取締役等の職務の執行が効率

的に行われていることを監督しております。また、内部監査室が内部監査計画
に基づき、当社ならびにグループ各社の内部監査を実施しており、これを確保
する体制を整備しております。

③取締役の職務の執行について
当事業年度は、取締役会を22回開催し、業務執行に関する重要事項を協議・

決定するとともに取締役および従業員の職務執行の監督を行いました。

④監査役の職務の執行について
当事業年度は、監査役会を14回開催し、社外監査役を含む監査役は、監査に

関する重要な報告を受け、協議、決議を行っております。また、常勤監査役は
取締役会やその他重要な会議へ出席し、代表取締役、会計監査人ならびに内部
監査室との間で定期的に情報交換を行うことで、取締役の職務執行の監査、内
部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。

8. 株式会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

　
　

（本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。 ）
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連 結 貸 借 対 照 表
（2021年１月20日現在）

（単位：千円）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 12,187,525 流 動 負 債 8,823,985
現 金 及 び 預 金 3,942,313 支払手形及び買掛金 3,001,688
受取手形及び売掛金 2,640,052 短 期 借 入 金 3,943,756
電 子 記 録 債 権 572,227 一年内返済予定の長期借入金 356,130
商 品 及 び 製 品 2,826,455 リ ー ス 債 務 116,673
仕 掛 品 358,300 未 払 金 697,316
原材料及び貯蔵品 1,169,705 未 払 費 用 141,465
短 期 貸 付 金 103,765 未 払 法 人 税 等 114,397
そ の 他 695,001 未 払 消 費 税 等 220,915
貸 倒 引 当 金 △120,296 賞 与 引 当 金 70,461
固 定 資 産 7,503,866 そ の 他 161,180
有形固定資産 5,556,327 固 定 負 債 1,350,609
建 物 及 び 構 築 物 3,459,106 長 期 借 入 金 771,899
機械装置及び運搬具 374,504 リ ー ス 債 務 357,987
工 具 器 具 備 品 133,607 退職給付に係る負債 7,440
土 地 1,008,968 資 産 除 去 債 務 211,219
リ ー ス 資 産 433,191 そ の 他 2,062
建 設 仮 勘 定 146,948 負 債 合 計 10,174,595
無形固定資産 414,401 純 資 産 の 部
の れ ん 13,363 株 主 資 本 9,083,847
ソ フ ト ウ ェ ア 177,782 資 本 金 1,820,860
ソフトウェア仮勘定 77,214 資 本 剰 余 金 1,862,014
そ の 他 146,040 利 益 剰 余 金 5,427,501
投資その他の資産 1,533,137 自 己 株 式 △26,529
投 資 有 価 証 券 260,149 その他の包括利益累計額 339,686
出 資 金 44,372 その他有価証券評価差額金 125,236
長 期 貸 付 金 178,164 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △7,936
退職給付に係る資産 260,721 為替換算調整勘定 142,835
繰 延 税 金 資 産 226,180 退職給付に係る調整累計額 79,549
そ の 他 584,088 新 株 予 約 権 2,341
貸 倒 引 当 金 △20,540 非支配株主持分 90,921

純 資 産 合 計 9,516,795
資 産 合 計 19,691,391 負債純資産合計 19,691,391
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連 結 損 益 計 算 書
（2020年１月21日から
2021年１月20日まで）

（単位：千円）
　

科 目 金 額
売 上 高 18,486,333
売 上 原 価 10,226,419
売 上 総 利 益 8,259,914
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,103,011
営 業 利 益 1,156,902
営 業 外 収 益
受 取 利 息 7,469
受 取 配 当 金 4,547
受 取 手 数 料 41,925
受 取 保 険 金 8,750
助 成 金 収 入 14,971
そ の 他 53,116 130,782
営 業 外 費 用
支 払 利 息 79,178
売 上 割 引 33,790
為 替 差 損 4,834
コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー 5,453
そ の 他 12,010 135,267
経 常 利 益 1,152,417
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 4,335
為 替 換 算 調 整 勘 定 取 崩 益 74,729 79,064
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 1,301
投 資 有 価 証 券 評 価 損 4,852
減 損 損 失 7,292 13,445
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,218,036
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 197,453
法 人 税 等 調 整 額 63,950 261,403
当 期 純 利 益 956,632
非支配株主に帰属する当期純利益 3,738
親会社株主に帰属する当期純利益 952,894
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連結株主資本等変動計算書
（2020年１月21日から
2021年１月20日まで）

（単位：千円）
　

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利 益 剰 余 金 自己株式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,820,860 1,862,014 4,620,390 △26,529 8,276,736
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― △145,783 ― △145,783
親会社株主に帰属
する当期純利益 ― ― 952,894 ― 952,894
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額) ― ― ― ― ―
当 期 変 動 額 合 計 ― ― 807,110 ― 807,110
当 期 末 残 高 1,820,860 1,862,014 5,427,501 △26,529 9,083,847
　

（単位：千円）
　

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 そ の他の包括利益累計額合計

当 期 首 残 高 96,690 40,516 98,901 93,692 329,800
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― ―
親会社株主に帰属
する当期純利益 ― ― ― ― ―
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額) 28,546 △48,452 43,934 △14,142 9,885
当 期 変 動 額 合 計 28,546 △48,452 43,934 △14,142 9,885
当 期 末 残 高 125,236 △7,936 142,835 79,549 339,686

　 （単位：千円）
新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

当 期 首 残 高 1,324 86,049 8,693,910
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― △145,783
親会社株主に帰属
する当期純利益 ― ― 952,894
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額) 1,016 4,872 15,774
当 期 変 動 額 合 計 1,016 4,872 822,885
当 期 末 残 高 2,341 90,921 9,516,795
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連 結 注 記 表
　
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 15社
連結子会社の名称 ガーデンクリエイト㈱

㈱青山ガーデン
㈱タカショーデジテック
佛山市南方高秀花園製品有限公司
トーコー資材㈱
Takasho Australasia Pty. Ltd.
江西高秀進出口貿易有限公司
浙江正特高秀園芸建材有限公司
九江高秀園芸製品有限公司
Veg Trug Limited
VegTrug USA Inc.
VegTrug Europe GmbH
Takasho Garden Living India Private Limited
香港高秀集団有限公司
㈱3and garden

　天津高秀国際工貿有限公司およびTakasho Europe GmbH i.L.は、当連結会計年度において
清算が結了したため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した非連結子会社および関連会社はありません。
（2）持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称および数

　 ㈱ヤスモク
　 上海高秀園芸建材有限公司
　 満洲里高秀木業有限公司

（持分法を適用しない理由）
持分法非適用会社は、連結純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全
体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
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3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、佛山市南方高秀花園製品有限公司、Takasho Australasia Pty. Ltd.、浙江
東陽高秀花園製品有限公司、江西高秀進出口貿易有限公司、浙江正特高秀園芸建材有限公司、九江
高秀園芸製品有限公司、Veg Trug Limited、VegTrug USA Inc.、VegTrug Europe GmbH、
Takasho Garden Living India Private Limitedおよび香港高秀集団有限公司の決算日は12月
31日であります。
　連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重
要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準および評価方法

　 ①有価証券
　 その他有価証券

時価のあるもの ………… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部
純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

時価のないもの ………… 移動平均法による原価法
　
　 ②デリバティブ ………………… 時価法
　
　 ③たな卸資産

商品・製品・仕掛品・原材料 ………… 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額について
は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

貯 蔵 品 ………… 主として最終仕入原価法による原価法
　
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） ………… 主として法人税法の規定に基づく定率法、ただし1998年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は法人税法の規定に基づく定額法

無形固定資産（リース資産を除く） ………… 法人税法の規定に基づく定額法、ただしソフトウエア（自社
利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基
づく定額法

リ ー ス 資 産 ………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ
っております。
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（3）重要な引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 ………… 親会社および一部の連結子会社は、債権の貸倒による損失に

備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸
念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 ………… 親会社および国内連結子会社は、従業員に対して支給する賞
与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま
す。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
　 ①退職給付見込額の期間帰属の方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる
方法については、給付算定式基準によっております。

　 ②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（3年）による定額法により按分した金額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用
処理しております。

　 ③小規模企業等による簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末
自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

（5）重要なヘッジ会計の方法
　 ①ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を行っております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約については、振
当処理を行っております。

　
　 ②ヘッジ手段とヘッジ対象
　 ・ヘッジ手段
　 デリバティブ取引(為替予約取引)
　 ・ヘッジ対象
　 外貨建取引

　
　 ③ヘッジ方針

内部規定に基づき、為替変動リスクを軽減することを目的としております。
　
　 ④ヘッジの有効性の評価

各取引毎に為替変動幅およびヘッジ手段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことによ
り、ヘッジの有効性の評価を６ヶ月毎に行っております。
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（6）のれんの償却方法および償却期間
のれんは発生した連結会計年度以降５年間で均等償却しております。ただし、金額が僅少の
場合は発生した期の損益として処理しております。

（7）その他連結計算書類作成のための重要な事項 ………… 消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。
端数処理
　記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しており
ます。

5. 追加情報
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
　当社グループは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づき、繰延税金資産の回収可能性等
の会計上の見積りを行っております。会計上の見積りに用いた仮定について、現時点では新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大による重要な影響はないと考えております。
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注 記 事 項
（連結貸借対照表に関する注記）
（1）有形固定資産の減価償却累計額………………… 4,688,790千円

（2）偶発債務
債権流動化に伴う買戻義務 ……………………… 123,787千円

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
（1）発行済株式の種類および総数に関する事項 （単位：株）
株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 14,679,814 ― ― 14,679,814

（2）自己株式の種類および株式数に関する事項 （単位：株）
株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 101,485 ― ― 101,485

（3）配当金に関する事項
　 配当金支払額

決 議 株式の
種 類 配当金の総額 １株当たり

配当金 基準日 効力発生日

2020年４月９日
定時株主総会 普通株式 145,783千円 10.00円 2020年

１月20日
2020年
４月10日

　
　 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の
種 類

配当の
原 資

配当金の
総 額

１株当た
り配当金 基準日 効力発生日

2021年４月14日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 291,566千円 20.00円 2021年

１月20日
2021年
４月15日
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（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用につきましては短期的な預金等に限定し、資金調達につきましては主
に銀行借入により行う方針であります。デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避
を目的とし、投機的な取引は行わない方針であります。

　
（2）金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、外貨建ての営業債権につきましては、為替変動リスクに晒されております。
投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先
企業等に対し貸付を行っており、信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヵ月以内の支払期日です。
借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、短期と長期の一部で行っております。また、長期
借入金の一部およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達
を目的としております。
デリバティブ取引は、通常の営業過程における輸出取引および輸入取引の為替相場の変動リスク
に対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ
手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等につきましては、前述の連結計算書
類作成のための基本となる重要な事項等「４ 会計方針に関する事項(5) 重要なヘッジ会計の方法」
をご参照ください。
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２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年１月20日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めてお
りません((注２)をご参照ください。)。

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 3,942,313 3,942,313 ―
（2）受取手形及び売掛金 2,640,052

貸倒引当金(※１) △5,627
2,634,425 2,634,425

（3）電子記録債権 572,227 572,227 ―
（4）短期貸付金 103,765 103,765 ―
（5）投資有価証券 254,149 254,149 ―
（6）長期貸付金 178,164

貸倒引当金(※１) △10,104
168,059 172,848 4,788

資産計 7,674,941 7,679,730 4,788
（1）支払手形及び買掛金 3,001,688 3,001,688 ―
（2) 短期借入金 3,943,756 3,943,756 ―

（3）未払金 697,316 697,316 ―

（4）未払法人税等 114,397 114,397 ―
（5）未払消費税等 220,915 220,915 ―
（6）長期借入金(※２) 1,128,029 1,129,342 1,313
（7）リース債務(※３） 474,661 472,542 △2,119

負債計 9,580,765 9,579,959 △805
デリバティブ取引（※４） △11,195 △11,195 ―

（※１）受取手形及び売掛金、長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（※２）一年内返済予定の長期借入金を含めております。
（※３）一年内返済予定のリース債務を含めております。
（※４）デリバティブ取引に生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項
資 産
（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権、（4）短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
（5）投資有価証券
投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

（6）長期貸付金
長期貸付金の時価の算定については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを
国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定し
ております。
負 債
（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金、（3）未払金、（4）未払法人税等、（5）未払消費税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。
（6）長期借入金、（7）リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入またはリース取引を行った場合
に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
時価の算定方法は、 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

　
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）
区分 連結貸借対照表計上額

　非上場株式 6,000

　出資金 44,372
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、非上場株式については「(5)投資有価証券」に
含めておらず、出資金については開示を省略しております。
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（１株当たり情報に関する注記）
（1）１株当たり純資産額……………………… 646円 41銭
　
（2）１株当たり当期純利益…………………… 65円 36銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2021年３月11日

株式会社 タカショー
取 締 役 会 御中

仰 星 監 査 法 人
大 阪 事 務 所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田邉 太郎 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池上 由香 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社タカショーの2020年１月21日から2021
年１月20日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社タカショー及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記
事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結
計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監
査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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貸 借 対 照 表
（2021年１月20日現在）

（単位：千円）
　

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 7,908,842 流 動 負 債 7,966,206
現 金 及 び 預 金 1,717,872 支 払 手 形 1,426,143
受 取 手 形 261,322 買 掛 金 460,485
電 子 記 録 債 権 546,375 短 期 借 入 金 3,548,449
売 掛 金 2,372,027 １年内返済予定の長期借入金 356,130
商 品 及 び 製 品 2,227,161 リ ー ス 債 務 1,837
原 材 料 及び貯蔵品 28,405 未 払 金 576,955
前 渡 金 93,242 未 払 費 用 77,245
前 払 費 用 73,791 未 払 法 人 税 等 39,216
短 期 貸 付 金 315,497 未 払 消 費 税 等 132,029
未 収 入 金 282,961 前 受 金 5,583
そ の 他 58,060 預 り 金 1,223,254
貸 倒 引 当 金 △67,876 賞 与 引 当 金 47,601

固 定 資 産 6,109,332 デリバティブ債務 11,412
有形固定資産 2,357,240 そ の 他 59,862
建 物 1,238,761 固 定 負 債 903,382
構 築 物 68,927 長 期 借 入 金 771,899
機 械 及 び 装 置 23,064 リ ー ス 債 務 1,748
車 両 運 搬 具 5,675 資 産 除 去 債 務 128,733
工具、器具及び備品 73,180 そ の 他 1,001
土 地 804,591 負 債 合 計 8,869,588
リ ー ス 資 産 3,384 純 資 産 の 部
建 設 仮 勘 定 139,655 株 主 資 本 5,028,944
無 形固定資産 186,636 資 本 金 1,820,860
の れ ん 13,363 資 本 剰 余 金 1,871,545
借 地 権 6,000 資本準備金 1,843,683
ソ フ ト ウ ェ ア 148,617 その他資本剰余金 27,862
ソフトウェア仮勘定 8,338 利 益 剰 余 金 1,363,067
そ の 他 10,317 利 益 準 備 金 12,200
投資その他の資産 3,565,454 その他利益剰余金 1,350,867
投 資 有 価 証 券 255,149 別 途 積 立 金 650,000
関 係 会 社 株 式 405,135 繰 越 利 益 剰 余 金 700,867
出 資 金 12,495 自 己 株 式 △26,529
関 係 会 社 出 資 金 1,722,312 評 価 ・ 換 算 差 額 等 117,300
長 期 貸 付 金 178,164 その他有価証券評価差額金 125,236
関係会社長期貸付金 343,044 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △7,936
破 産 更 生 債 権 等 85,162 新 株 予 約 権 2,341
長 期 前 払 費 用 8,497
差 入 保 証 金 105,778
保 険 積 立 金 375,812
前 払 年 金 費 用 110,453
繰 延 税 金 資 産 130,365
そ の 他 39
貸 倒 引 当 金 △166,956 純 資 産 合 計 5,148,586
資 産 合 計 14,018,174 負 債 純 資 産 合 計 14,018,174
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損 益 計 算 書
（2020年１月21日から
2021年１月20日まで）

（単位：千円）
　

科 目 金 額
売 上 高 14,612,217
売 上 原 価 8,832,607
売 上 総 利 益 5,779,610
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,316,272
営 業 利 益 463,337

営 業 外 収 益
受 取 利 息 15,165
受 取 配 当 金 67,547
受 取 手 数 料 57,168
受 取 賃 貸 料 14,399
受 取 保 険 金 8,750
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 36,914
そ の 他 46,145 246,094
営 業 外 費 用
支 払 利 息 48,969
売 上 割 引 33,790
為 替 差 損 52,631
コ ミ ッ ト メ ン ト フ ィ ー 5,453
そ の 他 4,483 145,328
経 常 利 益 564,103
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 727
関 係 会 社 清 算 益 11,301 12,028
特 別 損 失
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 4,852

固 定 資 産 除 却 損 660 5,512
税 引 前 当 期 純 利 益 570,620
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 67,404
法 人 税 等 調 整 額 114,411 181,816
当 期 純 利 益 388,803
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株主資本等変動計算書
（2020年１月21日から
2021年１月20日まで）

（単位：千円）
　

株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 合計
当 期 首 残 高 1,820,860 1,843,683 27,862 1,871,545
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ―
当 期 純 利 益 ― ― ― ―
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額（純 額) ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ―
当 期 末 残 高 1,820,860 1,843,683 27,862 1,871,545

（単位：千円）
　

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

合 計
別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 12,200 650,000 457,847 1,120,047
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― △145,783 △145,783
当 期 純 利 益 ― ― 388,803 388,803
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 ) ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 243,020 243,020
当 期 末 残 高 12,200 650,000 700,867 1,363,067
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（単位：千円）
株 主 資 本 評価・換算差額等

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益

当 期 首 残 高 △26,529 4,785,923 96,690 40,516
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― △145,783 ― ―
当 期 純 利 益 ― 388,803 ― ―
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 ) ― ― 28,546 △48,452

当 期 変 動 額 合 計 ― 243,020 28,546 △48,452
当 期 末 残 高 △26,529 5,028,944 125,236 △7,936

（単位：千円）
評価・換算
差額等 新株予約権 純資産

合計評価・換算
差額等合計

当 期 首 残 高 137,206 1,324 4,924,455
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 ― ― △145,783

当 期 純 利 益 ― ― 388,803
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額 ) △19,906 1,016 △18,889

当 期 変 動 額 合 計 △19,906 1,016 224,130
当 期 末 残 高 117,300 2,341 5,148,586
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個 別 注 記 表
　
重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および
関 連 会 社 株 式 ………… 移動平均法による原価法

　 その他有価証券
時 価 の あ る も の ………… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時 価 の な い も の ………… 移動平均法による原価法

　
（2）デリバティブの評価基準 …… 時価法

　
（3）たな卸資産の評価基準および評価方法

商 品 及 び 製 品 ………… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の
低下による簿価切り下げの方法）

原材料及び貯蔵品 ………… 最終仕入原価法による原価法
　
（4）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） ………… 主として法人税法の規定に基づく定率法、ただし1998年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016
年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は法人税法の規定に基づく定額法

無形固定資産（リース資産を除く） ………… 法人税法の規定に基づく定額法、なおソフトウエア（自社利
用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づ
く定額法

リ ー ス 資 産 ………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によ
っております。

（5）引当金の計上基準
貸 倒 引 当 金 ………… 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回
収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞 与 引 当 金 ………… 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額
に基づき計上しております。
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退 職 給 付 引 当 金 ………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務および年金資産の見込額に基づき、当事業年度末に
おいて発生していると認められる額を計上しております。数
理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（３年）による定額法により、それぞれ発
生の翌事業年度から費用処理することとしております。
なお、当事業年度末においては年金資産が退職給付債務（未
認識数理計算上の差異を除く）を上回ったため、その差額を
前払年金費用として投資その他の資産の区分に計上しており、
退職給付引当金の残高はありません。

　
（6）ヘッジ会計の方法
　 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たす為替予約については、振当
処理を行っております。

　
　 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段
デリバティブ取引（為替予約取引）

・ヘッジ対象
外貨建取引

　
　 ③ ヘッジ方針

内部規定に基づき、為替変動リスクを軽減することを目的としております。
　
　 ④ ヘッジの有効性の評価

各取引毎に為替変動幅およびヘッジ手段取引額とヘッジ対象取引額との比較を行うことによ
り、ヘッジの有効性の評価を６ヶ月毎に行っております。

　
（7）その他計算書類作成

のための重要な事項
………… 消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜き方式によっております。
端数処理
　記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しており
ます。
退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法
は連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なって
おります。
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（8）追加情報
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）
　当社は、計算書類作成時に入手可能な情報に基づき、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の
見積りを行っております。会計上の見積りに用いた仮定について、現時点では新型コロナウイル
ス感染症の感染拡大による重要な影響はないと考えております。
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注 記 事 項
（貸借対照表に関する注記）
（1）有形固定資産の減価償却累計額 ………………… 2,395,735千円
　
（2）偶発債務

銀行借入に対応する保証債務
江西高秀進出口貿易有限公司 ………………… 401,250千円

債権流動化に伴う買戻義務 ………………… 123,787千円
　

（3）関係会社に対する短期金銭債権………………… 1,304,524千円
　 〃 長期金銭債権………………… 343,044千円
　 〃 短期金銭債務………………… 1,649,004千円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高売 上 高 ……… 787,162千円

材 料 売 上 高 ……… 342,319千円
仕 入 高 ……… 5,672,282千円
販売費及び一般管理費 ……… 122,770千円
営業取引以外の取引高 ……… 138,722千円
上記の材料売上高は、損益計算書上で仕入高と相殺しております。

　

（株主資本等変動計算書に関する注記）
　 自己株式の種類および株式数に関する事項 (単位：株)
株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 101,485 ― ― 101,485
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（税効果会計に関する注記）
　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　 繰延税金資産

賞与引当金 14,499千円
貸倒引当金 71,530千円
たな卸資産評価損 48,432千円
関係会社出資金評価損 103,522千円
未払事業税 5,947千円
繰越欠損金 136,314千円
未払費用 7,661千円
投資有価証券評価損 1,674千円
資産除去債務 39,212千円
繰延ヘッジ損益 3,476千円
その他 23,653千円
　繰延税金資産小計 455,923千円
　評価性引当額 △217,771千円
　繰延税金資産合計 238,152千円

　 繰延税金負債
前払年金費用 △33,644千円
資産除去債務に対応する除去費用 △19,285千円
その他有価証券評価差額金 △54,856千円
　繰延税金負債合計 △107,786千円
　繰延税金資産の純額 130,365千円
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（関連当事者との取引に関する注記）
　子会社等

属性 会社名 住所
資本金
または
出資金

事業の
内 容

議決権等
の所有
(被所有)
割合（%）

関連当事者
との関係

取引の
内 容

取引金額
(千円) 科目

期 末
残 高
(千円)

子会社
ガ ー デ
ン ク リ
エ イ ト
㈱

和 歌
山 県
海 南
市

10,000
千円

造園・エ
クステリ
ア資材の
製造・加
工

直接100
役 員
の 兼
任
2名

当 社
製 品
の 製
造

商品の
仕入
(注２①)

2,949,377 買掛金 222,863

利 息 の
支払い
(注３)

6,327 預り金 1,100,000

配 当 の
受取 55,000 ― ―

子会社

江 西 高
秀 進 出
口 貿 易
有 限 公
司

中 国
瑞 昌
市

78,289
千元

庭園資材
の販売 直接100

役 員
の 兼
任
1名

当 社
製 品
の 販
売

商品の
仕入
(注２①)

1,316,113 買掛金 46,003

債 務 の
保証
(注２③)

401,250 ― ―

子会社
Takasho
Australasia
Pty.
Ltd.

オ ー
ス ト
ラ リ
ア ヴ
ィ ク
ト リ
ア 州

255
千豪ドル

庭園資材
の販売 直接100

役 員
の 兼
任
―

当 社
製 品
の 販
売

利 息 の
受取
(注２④)

3,829 長 期
貸付金 194,532

貸 倒 引
当 金 の
戻入
(注４)

32,816 貸倒
引当金 △148,631
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属性 会社名 住所
資本金
または
出資金

事業の
内 容

議決権等
の所有
(被所有)
割合（%）

関連当事者
との関係

取引の
内 容

取引金額
(千円) 科目

期 末
残 高
(千円)

子会社
Veg
Trug
Limited

イ ギ
リ ス
エ セ
ッ ク
ス 州

1,700
千英ポンド

500
千米ドル

庭園資材
の販売 直接100

役 員
の 兼
任
―

当 社
製 品
の 販
売

利 息 の
受取
(注２④)

5,027 短 期
貸付金 291,209

子会社
VegTrug
USA
Inc.

ア メ
リ カ
ペ ン
シ ル
ベ ニ
ア 州

500
千米ドル

庭園資材
の販売 間接100

役 員
の 兼
任
―

当 社
製 品
の 販
売

商 品 の
販売
(注２②)

228,150 売掛金 391,216

（注）１．取引金額の内、期末残高には消費税等を含めており、取引金額等に消費税等は含まれてお
りません。

２．取引条件および取引条件の決定方針等
①仕入については、市場価格を勘案して一般取引条件を参考に決定しております。
②販売については、市場価格等を参考に決定しております。
③銀行借入および為替予約に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受領して
おりません。
④資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、
担保は設定しておりません。

３．資金の預りは、当社がガーデンクリエイト㈱との間で契約を締結しているキャッシュ・マ
ネジメント・サービスに係るものであり、利息は市場金利を勘案して合理的に決定してお
ります。

４．子会社への債権の回収可能性を見積もり、貸倒引当金を繰入しております。

　
（１株当たり情報に関する注記）
（1）１株当たり純資産額……………………… 353円 01銭

（2）１株当たり当期純利益…………………… 26円 67銭
　

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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会計監査人の監査報告書 謄本
　

独立監査人の監査報告書
2021年３月11日

株式会社 タカショー
取 締 役 会 御中

仰 星 監 査 法 人
大 阪 事 務 所
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田邉 太郎 ㊞
指 定 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 池上 由香 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社タカショーの2020年１月21日か
ら2021年１月20日までの第41期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人として
のその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は
軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

　

監査報告書
　当監査役会は、2020年１月21日から2021年１月20日までの第41期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告い
たします。
1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について

報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取
締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に
努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
一 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の遂行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役
及び監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

二 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要
なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会
決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締
役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて
説明を求め、意見を表明いたしました。

三 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認めます。

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制
システムに関する事業報告の記載の内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

（2）計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人仰星監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2021年３月11日
株式会社 タカショー 監査役会
常勤監査役 平松 昇 ㊞
社外監査役 嶋津 裕介 ㊞
社外監査役 水城 実 ㊞

以 上　
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株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案　剰余金の処分の件
当社は、株主の皆様に対する利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元
重視の姿勢をより明確にするため、配当金額における業績連動性を高めることを基
本方針としております。
当事業年度の配当につきましては、当初の予定どおり、１株につき金20円とし、
配当の総額は291,566,580円であります。
また、配当の効力発生日は2021年４月15日といたしたいと存じます。

第２号議案　取締役５名選任の件
取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまし
ては、取締役５名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

１
たか おか のぶ お
高 岡 伸 夫

（1953年３月３日生）

1977年４月 高岡正一商店入社
1980年８月 株式会社タカショー設立

専務取締役
1989年６月 当社代表取締役社長（現任）
2003年３月 株式会社日本インテグレート代表

取締役社長
2003年４月 株式会社青山ガーデン代表取締役

社長（現任）
2006年８月 株式会社タカショーデジテック代

表取締役会長
2009年３月 当社代表執行役員（現任）
2011年４月 株式会社日本インテグレート代表

取締役会長
2012年１月 株式会社タカショーデジテック代

表取締役社長
2012年８月 ガーデンクリエイト株式会社代表

取締役社長
2019年６月 株式会社タカショーデジテック代

表取締役会長（現任）

2,077,956株
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

２
たか おか じゅん こ
高 岡 淳 子

（1952年１月21日生）

1980年８月 当社監査役
1985年９月 当社取締役経理部長
1995年３月 当社取締役戦略本部次長
1996年４月 当社取締役内部監査室長
2008年３月 当社取締役
2011年１月 当社取締役内部監査室長（現任）

135,500株

３
そう がわ ひろし
寒 川 浩

（1965年７月１日生）

1988年４月 当社入社
1994年３月 当社営業企画部次長
1994年９月 当社総務部長
1997年４月 当社取締役総務部長
2000年７月 当社取締役管理本部長兼総務部長
2008年１月 当社取締役経営管理本部長兼総務

部長
2009年３月 当社取締役執行役員経営管理本部

長兼総務部長
2011年１月 当社取締役執行役員総務部長
2011年４月 株式会社日本インテグレート代表

取締役社長就任
2013年５月 株式会社エンサイドデザイン代表

取締役社長就任
2015年１月 当社取締役執行役員経営管理本部

長兼総務部長
2020年10月 当社取締役専務執行役員経営管理

本部長兼総務部長（現任）

56,100株

４
やま だ ひろ ゆき
山 田 拓 幸

（1950年11月26日生）

1973年４月 監査法人中央会計事務所入所
1992年８月 中央新光監査法人社員
1999年５月 中央監査法人代表社員
2006年10月 山田公認会計士事務所開設

代表（現任）
2007年４月 当社取締役（現任）
2007年６月 株式会社電響社監査役
2008年４月 株式会社イムラ封筒監査役（現

任）
2008年６月 株式会社ケー・エフ・シー監査役
2019年６月 船井電機株式会社取締役(監査当委

員会)（現任）

24,700株
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する当社

の株式の数

５
もも せ のぶ お
百 瀬 伸 夫

（1952年１月１日生）

1987年４月 株式会社電通 入社
1996年６月 株式会社電通 セールスプロモー

ション局スペース開発部長
2003年１月 株式会社ロッテ 常務取締役
2004年６月 株式会社ロッテ 専務取締役
2011年１月 テンポロジー未来コンソーシアム

株式会社代表取締役（現任）
2018年４月 当社取締役（現任）

―株

　

（注）１．各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．山田拓幸および百瀬伸夫の両氏は社外取締役候補者であります。また、当社は山田拓幸お

よび百瀬伸夫の両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所
に届け出ております。原案どおり選任された場合には、引き続き独立役員となる予定です。

３．山田拓幸氏は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していた
だきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏はこれま
で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として
の職務を適切に遂行できると判断いたしました。また、同氏の当社社外取締役就任期間は
本総会終結の時をもって14年となります。

４．百瀬伸夫氏は、その経歴に裏付けされた高い見識を当社の経営に反映していただきたいた
め、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役就
任期間は本総会終結の時をもって３年となります。

５．当社は、山田拓幸および百瀬伸夫の両氏との間で会社法第423条第１項に規定する損害賠償
責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が
規定する額としております。両氏の再任が承認された場合、同契約を継続する予定であり
ます。

以 上
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